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食品表示は、一般消費者が食品の品質を正しく理解した上で食品を選択し、消費するための

重要な情報を一般消費者に提供するものであることから、必要な情報が分かりやすく、かつ、

正しく表示されていることが不可欠である。 

このため、食品表示については、食品の品質に関する適正な表示を行わせることによって一

般消費者の選択に資するため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25

年法律第 175 号。以下「ＪＡＳ法」という。）に基づき、一般消費者向けに販売されるすべて

の飲食料品に対する品質表示の義務付け、すべての生鮮食品に対する原産地表示の義務付け等

の規制が行われている。また、一般消費者に対する食品に関する公衆衛生上必要な情報の正確

な伝達の見地から、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）において販売の用に供する食品等

に関する表示基準が、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保する見地から、不当景品

類及び不当表示防止法（昭和 37 年法律第 134 号）において不当な表示の禁止等が、国民の健

康の保持増進の見地から、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）において虚偽・誇大な表示

の禁止等が、それぞれ定められている。これらの法律等に基づき、国の行政機関、都道府県等

の関係機関による立入検査等が行われているほか、食品表示等に関して委嘱された各種のモニ

ター等により、食品表示が適正に行われているかについて日常的な監視が行われている。 

しかし、近年、食肉加工卸売会社の食肉偽装事件、菓子製造販売会社の賞味期限の改ざん事

件など、食品表示に対する一般消費者の信頼を低下させる事件が頻発し、各種世論調査におい

ても、国民の食品表示に対する信頼が低下していることが明らかになっていること等から、食

品表示に対する国民の信頼の回復が強く求められている。 

なお、これまで各省庁縦割りとなっていた消費者行政を統一的・一元的に推進するため、平

成 21 年９月１日、内閣府の外局として消費者庁が設置された。消費者庁は、消費生活に密接

に関連する物資の品質の表示に関する事務を行うことを任務の一つとし（消費者庁及び消費者

委員会設置法（平成 21 年法律第 48 号）第３条）、食品表示に関しては、JAS 法など上記の法律

等に基づく権限の全部又は一部が消費者庁に移管された。 

この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、関係機関による食品事業者に対する食

品表示監視業務の適正化及び食品表示に対する国民の信頼の回復に向けた取組の推進を図る

観点から、その実態を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。 

ただし、本勧告は、平成 18 年度及び 19 年度のデータに基づき調査したものである。現在、

地方農政局等を含む国の出先機関については、「地域主権戦略大綱」（平成 22 年６月 22 日閣議

決定）に基づき、抜本的な改革を行うべく議論がなされており、当該抜本的改革に資する限り

において、活用されるべきものである。 
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